
注
 

ア
ン

モ
ニ
ア

態
窒

素
は

、
水

道
法

（
昭

和
３

２
年

法
律

第
１

７
７

号
）

の
水

質
基

準
の

項
 

 
目

で
は

な
く
、

し
尿

汚
染

の
指

標
と

し
て

位
置

付
け

ら
れ

て
い

る
。
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ジ
ク

ロ
ロ

酢
酸
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g
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ℓ
 

0
.
0
4
㎎

 

 

を 

に
、 

規

則 

衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
（
四
）
中
「 

 
」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

   

様
式
第
二
号
（
五
）
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

   

様
式
第
二
号
（
九
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所 

 

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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」 

に
、 

「 
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ク

ロ
ロ

酢
酸
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砒
ひ
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素

 

砒
ひ

素
 

ヒ
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／
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以

下
 

 

を 
ト

リ
ク

ロ
ロ

酢
酸

 
 

 
 

m
g
／

ℓ
 

 
 

 

0
.
0
3
㎎

／
ℓ
以

下
 

 」 

に
改
め
る
。 

ℓ
 

0
.
2
㎎

／
ℓ
以

下
 

 

を  「 

に
改
め
る
。 

「 

「 

フ
タ

ル
酸

ジ
（

2
‐

エ
チ

ル
ヘ

キ
シ

ル
）

 
m
g
／

ℓ
 

 

 

ト
リ

ク
ロ

ロ
酢

酸
 

 
m
g
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」 

「 
」 

水
源

の
名

称
（

原
水

の
場

合
だ

け
記

入
す

る
こ

と
）

 

 

「 

」 
水

源
の

名
称
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」 

」 

0
.
1
㎎

／
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以
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タ

ル
酸

ジ
（

2
‐

エ
チ

ル
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シ

ル
）
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.
0
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